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光技術関連産業集積促進特区 
 

都道府県名： 
静岡県 

申請主体名： 静岡県、浜松市、浜北市、

天竜市、細江町、引佐町 

区域の範囲： 浜松市、天竜市及び浜北市

並びに静岡県引佐郡細江町

及び引佐町の全域 

 
 

 
 

特区の概要： 浜松地域における光技術関連産業の集積を図るため、光・電子

関連の研究開発や人材の育成、起業化・製品化を進めているが、

外国人研究者の在留期間の延長や入国審査等の迅速化などの

特例により、研究開発の計画的な推進や外国人研究者が安心し

て業務に専念できる環境を整えるとともに大学の試験研究施

設の廉価使用の拡大などの特例措置を適用することにより、関

連産業の集積を加速させ、地域の活性化を図る。 

 

適用される規 

制の特例措置： 

・外国人研究者受入れ促進 

・外国人の入国、在留申請の優先処理 

・国の試験研究施設の使用手続きの迅速化、使用の容易化 

・国有施設等の廉価使用の拡大 

 

  

 

 

 

浜松市、浜北市、天竜市、
細江町、引佐町 

 

メディカルフォトニクスに取り組む 
浜松医科大学光量子医学研究センター 

高機能イメージセンサ開発に取り組む 
静岡大学電子工学研究所 


